
平成２３年度奈良県「介護サービス情報の公表」計画奈良県健康福祉部長寿社会課１ 内容奈良県における介護サービス情報の公表を実施するため、介護保険法施行令第３７条の２に基づき、介護サービス情報の公表に関する計画を、次のとおり定める。２ 計画における基準日平成２３年４月１日３ 計画の期間平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで４ 対象（１）事業者平成２３年４月以降、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者（２）事業所１．訪問介護、介護予防訪問介護２．訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護３．訪問看護、介護予防訪問看護４．訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション５．通所介護、介護予防通所介護６．通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション７．短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護８．短期入所療養介護（省令第１４条４号に掲げる診療所に係るものを除く。）介護予防短期入所療養介護（省令第２２条の１４第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）９．特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。）介護予防特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。）１０．福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与１１．特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売１２．夜間対応型訪問介護１３．認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護１４．小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護１５．認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護１６．地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。）１７．地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護１８．居宅介護支援１９．介護老人福祉施設２０．介護老人保健施設２１．介護療養型医療施設（法第８条第２６項に規定する療養病床等における入院患者の定員が８人以下である病院又は診療所に係るものを除く。）



５ 報告の提出先及び提出期限（１）提出先社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会〒６３４－００６１奈良県橿原市大久保町３２０－１１（２）提出期限指定日の属する月の翌月の末日までとする。（ただし、平成２３年４月１日から平成２３年７月３１日までに指定を受けた事業所に対しては、報告期限を平成２３年８月末日までとする。）


